
別 紙

東北農政局発注者綱紀保持委員会（第１回）議事概要

日 時 平成１９年１０月２２日（月）１０：５０～１１：２０

場 所 局長室

出席者 局長、企画調整室長、総務部長、消費・安全部長、食糧部長、

生産経営流通部長、整備部長、統計部長

概 要 １．発注者綱紀保持マニュアル（概要）について説明（別添１）

２．発注者綱紀保持研修方針について決定（別添２）

３．発注者綱紀保持対策の競争参加有資格者への周知方針について

決定（別添３）

４．次回の開催予定について説明

（ 次回委員会は、半期後に開催する予定だが、必要が生ずれば

随時開催）



別添 １

発注者綱紀保持マニュアル（概要）について

１．マニュアルの目的

農林水産省の発注担当職員等が発注事務の適切な実施に関する理解を深め、

関係法令の遵守及び綱紀保持に関する意識高揚を図る。

２．マニュアルの活用方法

１の目的を達成するため、発注担当職員等の研修・講習等に活用するととも

に、各発注部局の発注担当職員等がいつでも見れるよう配布を行う。

３．マニュアルの主な内容

発注担当職員は、国民の疑惑を招く
ことのないよう関係法令を遵守し、

適切に事務処理を
行わなければなりません。

発注事務の実施に当た
って、透明性、公平性及
び公正性の確保に留意

発注事務に関する苦情、
相談、問い合わせ等
への適切な対応

関係法令の遵守
①会計法
②入契法
③官製談合防止法
④独禁法
等

発注担当職員の責務

関係法令の遵守

一人で判断せず、管理
監督者等と相談の上、
適切に対応

発注担当職員は、事業
者への対応時、契約方
式の選定過程はもとよ
り、発注事務全般にわ
たって自覚



管理監督者の責務

管理監督者の立場にある職員は、
その職責の重要性を自覚し、自ら

服務規律を遵守することはもとより、
職場におけるリーダーとして

発注担当職員の模範となるよう
自らを律しなければなりません。

発注担当職員との意思疎通
を積極的に図り、良好な職場
環境を確立

発注担当職員を適切に指導
監督し、適正な発注事務を
確保

同じ目標を持つ仲間
として、一人の人間として
部下職員を大切にする。

気軽に意見や相談の
できる風通しの良い
職場環境に努める。

発注担当職員の
責務が果たせるよう

適切な指導監督を行う。

部下職員を指導した後の
フォローが重要。



業者との応接方法と
「働きかけ」を受けた場合の報告

発注担当職員 業界関係者
業務上必要な場合業務上必要な場合
を除き接触しないを除き接触しない

職務上必要な場合の対応職務上必要な場合の対応

次に掲げる行為に該当するか
○受注業者との打ち合わせ
○見積業者との打ち合わせ
○入札・契約についての手続
○その他業務上必要と認められる場合

接触しない

該当しない

該当する

○接触場所は受付応接カウンター
その他の応接場所とする

○職員は複数で応接する

業者は次に掲げる「働きかけ」行為を行ったか

○参加資格の変更依頼
○指名競争への指名要請
○受注又は非受注の依頼
○公表前の設計金額、予定価格等の聴取
○公表前の発注予定の聴取
等

該当する

○業者に「働きかけ」を受けた旨伝え、直ちに接触を
中止する

○報告書を速やかに作成

発注者綱紀保持担当者発注者綱紀保持担当者

報告

受発注可

該当しない

発 注 者

綱紀保持
委 員 会

発 注 者

綱紀保持
委 員 会

発注者綱紀保持責任者発注者綱紀保持責任者

「働きかけ」
の公表



別添 ２

発注者綱紀保持研修の実施方針について

東北農政局における発注者綱紀保持のための研修については、発注を行う東北

農政局及び事業所等管内全ての組織を対象とすることから、以下の考え方に基づ

き研修を実施する。

（１）研修

① 東北農政局及び管内事業所等における発注担当課長等及び発注担当者を

対象とした研修を実施

② 本省研修を受け企画立案のうえ①の研修を１１月中に実施する。

（２）その他

上記研修に加え、管内事業所等総務課長・庶務課長会議、管内事業所等工

事課長会議において管理監督者へ、管内事業所等経理事務担当者会議、管内

事業所等入札・契約事務担当者会議等発注に関係する者の会議において説明

の場を設けることとする。



別添 ３

発注者綱紀保持対策の競争参加有資格者への

周知方針について

○ 東北農政局ホームページに、発注者綱紀保持対策の取組状況について掲載す

る。

○ 発注窓口 ①局内（総務課・会計課・食糧部・農村計画部・整備部・統計部）

②管内事業所等に別紙「事業者の皆様へ」の掲示を行い関係業者に周知徹底する。


